
政
令
第
百
十
六
号

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
第
三
号
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
次
条
に

お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
を
「
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾

病
」
に
改
め
、
同
項
の
表
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
項
中
「
生
後
六
十
月
」
を
「
、
生
後
九
十
月
ま
で
の
間
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

一

六
十
五
歳
以
上
の
者

イ
ル
ス
感
染
症

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害



又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
を
「
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
万
八
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
万
五
千
八
百

円
」
を
「
三
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
三
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
万
八
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
三
万
五
千
八
百
円
」
を
「
三
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
三
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
万
八
千
九

百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
二
十
五
万
八
千
八
百
円
」
を
「
百
二
十
九
万
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百

万
六
千
八
百
円
」
を
「
百
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
百
六
十
一
万
七
千
六
百
円
」
を
「
百
六
十
六
万
九
千

二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
二
十
九
万
三
千
六
百
円
」
を
「
百
三
十
三
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
八
十
四
万
六
千
二
百
円
」
を
「
八
十
五
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
五
十
六
万
四
千
二
百
円
」
を
「
五
十
六
万
九
千
六
百
円
」

に
改
め
る
。



第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
四
百
二
万
四
千
八
百
円
」
を
「
四
百
十
五
万
三
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
百

二
十
一
万
八
千
四
百
円
」
を
「
三
百
三
十
二
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
百
四
十
一
万
四
千
四
百
円
」
を
「
二

百
四
十
九
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
五
百
十
七
万
五
千
六
百
円
」
を
「
五
百
三
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
四
百
十
三
万
八
千
八
百
円
」
を
「
四
百
二
十
七
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
百
十
万
四
千
四
百
円
」
を

「
三
百
二
十
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
八
十
四
万
六
千
二
百
円
」
を
「
八
十
五
万
四
千
四
百
円
」
に
、

「
五
十
六
万
四
千
二
百
円
」
を
「
五
十
六
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
三
千
五
百
二
十
万
円
」
を
「
三
千
六
百
三
十
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
千
六
百
四

十
万
円
」
を
「
二
千
七
百
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
四
千
五
百
三
十
万
円
」
を
「
四
千
六
百
七
十
万
円
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
中
「
二
十
一
万
二
千
円
」
を
「
二
十
一
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
二
百
八
十
七
万
五
千
二
百
円
」
を
「
二
百
九
十
六
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
二
百
二
十
九
万
九
千
二
百
円
」
を
「
二
百
三
十
七
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
五
項
中
「
二
百
五
十
一
万
四
千
円
」
を
「
二
百
五
十
九
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。



第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
七
百
五
十
四
万
二
千
円
」
を
「
七
百
七
十
八
万
三
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
以
後
の
月
分
の
予
防
接
種
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
医
療
手
当
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
の
月
分
の
法
に
よ
る
医
療
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

改
正
後
の
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
四
条

第
五
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
以
後
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
る
法
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
及
び
障
害
年
金
の
額

（
当
該
障
害
児
養
育
年
金
及
び
当
該
障
害
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
を
含
む
。
）
並
び
に
遺
族
年
金
の
額
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
年
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
る
年
金
等
の
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



３

改
正
後
の
第
十
七
条
第
四
項
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
の
死
亡
に
係

る
法
に
よ
る
死
亡
一
時
金
、
葬
祭
料
及
び
遺
族
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る

法
に
よ
る
死
亡
一
時
金
、
葬
祭
料
及
び
遺
族
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。


